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おわりに

被保険者等の皆さんへのご協力のお願い

誰もが安心して医療を受けることができる国民健康保険制度を維持していくた

めには、被保険者及びその他市民の皆さんのご協力が必要となります。

本市におきましても、本方針に基づく国保運営の安定化の実現に向けて取り組

んでまいりますので、被保険者及びその他市民の皆さんには、本市国民健康保険

の現状等をご理解いただくとともに、本市国保運営の安定化の実現に向けて、ご

理解ご協力をいただきますようお願いします。

被保険者及びその他市民の皆さんにご協力いただくこと

●保険税は期限内に納めましょう

●毎年、特定健診を受けましょう

●日ごろから健康づくりを心がけましょう

●同じ病気で複数の医療機関にかかるのはやめましょう

●時間外、休日受診はなるべく避けましょう

●かかりつけ医を持ちましょう

●ジェネリック医薬品を活用しましょう


